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水田農業の担い手として「集落営農」が各方面から注目を浴びている。その背景として、

水田農業における担い手の脆弱化と、米価の低落傾向がそれに拍車をかけていることが挙

げられる。しかしながら貿易自由化の動きが高まる中、食料の安定的な確保のためには国

内生産の維持と担い手の確保が必要不可欠である。 
研究史上では「集落営農」は、1980年代後半以降の農家労働力の脆弱化という新たな労
働力状況を前提として、従来とは異なった労働力を基軸とした分析が行われてきている。

そこでは、地域の農家労働力の残存状況に応じた「集落営農」の多様性が指摘されている

が、地域農業構造と「集落営農」の特徴との関連は統計的に明らかにされてはいない。ま

た、それに伴って「集落営農」の組織形態とそれに対応した目的、組織の継続性について

も体系的に論じられていない。これまでの研究は「集落営農」の統計が整備されていない

ことに伴い、その分析にも制約があったが、「集落営農」の推進県においては独自の統計調

査が行われ、統計データも徐々に蓄積されている。そこで、これらの新たな統計を用いた、

「集落営農」の多様性の解明が求められている。 
本研究ではそれらの統計データを用いて、第 1 に「集落営農」の組織形態とその多様性
を明らかにすること、第 2 に地域農業の多様性、とりわけ集落残存労働力との結びつきに
よって「集落営農」の組織形態の地域的多様性を明らかにすること、それと合わせて第 3
に現在の「集落営農」の組織形態に対応した活動目的と仕組み、地域の土地利用に与えて

いる影響を明らかにすることを課題とする。なお、ここでいう「集落営農」の組織形態と

は、「集落営農」組織における労働力の構成や活用方法である。その組織形態が地域に存在

する農家労働力を前提にして決定されるという考え方に基づいて分析を行うことにしたい。 



分析に用いる「集落営農」は全組織数の 7 割を占める、米が主要作物である組織とし、
さらに農業機械を共同利用するものとする。また、「集落営農」は脆弱化した農家労働力を

集落の範囲で補完するために設立されていると考える。そこで、第一に組織が設立されて

いる地域を農家の労働力が脆弱化し、かつそれを「集落営農」という形で集落によって補

完している地域であるとする。その上で第二に、「集落営農」の設立地域において指摘され

ている兼業化や高齢化の強弱という労働力の脆弱化の多様な形態差が、組織形態に及ぼす

影響を明らかにする。 
そこで農家労働力が脆弱化し、かつ集落により補完される地域である①「集落営農」の

設立地域を確認し、その地域での②集落の残存農家労働力の差異を確認するため、1集落あ
たりの｢農家壮年人口（30~64 歳）｣を、集落の残存労働力を表す指標として用いた。壮年
人口はひとつの指標で集落の抱える組織化の中心的な労働力の大きさを表すとともに、高

齢化の影響も加味できる。 
水稲・陸稲が主の「集落営農」は北陸、中国・四国に集中し、どの地域においても 6 割
以上の組織は 1 集落を範囲としている。さらに、北陸と中国・四国の 1 集落あたりの農家
壮年人口は大きく異なり、「壮年残存地域」の北陸と、「壮年欠落地域」の中国・四国とい

うコントラストを描いている。従って、両地域の「集落営農」はサンプル数も多く、労働

力の残存状況に差異が見られ、労働力量に応じた組織形態と、その地域的多様性を析出す

るのに適している。本論ではこのうち、労働力が不足している「壮年欠落地域」に焦点を

当てる。そこでの「集落営農」の分析を通じて、少ない労働力の活用による「集落営農」

設立の実態を明らかにしたい。必要に応じて「壮年残存地域」の分析結果を示すことによ

って、「壮年欠落地域」の特徴をより明確化できるものと考える。 
具体的分析は｢壮年欠落地域｣のデータとして中国地方の島根県、対比させる｢壮年残存地

域｣のデータとして北陸地方の富山県のデータを用いた。 
以上の分析によって得られた結果は次のようになる。第 2 章では統計分析、第 3 章では
事例分析によって「壮年欠落地域」の組織形態の形成要因を明らかにした。その際に「壮

年残存地域」のデータも比較分析した。第 2、3章では集落の壮年人口規模が、「集落営農」
の農業機械のオペレーター数を規定しており、壮年人口の減少に伴い組織のオペレーター

の固定化（少数化）することを述べた。また、「壮年欠落地域」では、「壮年残存地域」よ

りも義務的平等出役が少なく、オペレーター出役も貴重な収入源とされている。「壮年残存

地域」の富山県と「壮年欠落地域」の島根県では農外の労働市場の展開度合いが異なるた

め、オペレーター労働の評価にも差異が存在すると考えられる。 
さらに第 3 章では事例の経済分析によって、平均的な「集落営農」が専従者を確保でき
る収益規模にないこと、平均的な組織経営体と比べて労賃よりも地代を重視する組織であ

ること、地域平均的な個別農家経営よりも効率的な生産を実現していることを述べた。そ

れと同時に「壮年欠落地域」において「壮年残存地域」よりも付加価値の地代配分割合が

高いことが確認でき、それは地域定住の維持を目的とする「壮年欠落地域」の「集落営農」



に合理的な配分であることに言及した。 
そして、第 4章の集落悉皆調査分析によって「壮年欠落地域」では、「集落営農」を通じ

て壮年のいない家の農業生産の後退と、少数の壮年への作業の集中が確認できた。作業の

種類別には、機械作業の壮年への作業集積がみられ、「集落営農」のオペレーターの固定化

の要因になっている。一方、壮年のいない農家では作業数も作業量も少ないが、「集落営農」

が基本的には受託しない、あぜ草刈りや水管理などの実施割合はそれほど低くはない。し

かしながら、労働力不足のために全く作業できない家も存在している。 
そこから、壮年確保が必要であれば複数集落化によって確保するという方向性が考えら

れる。そこで補論において、4 集落によって組織化した「集落営農」の事例を紹介したが、
事例においては壮年確保による多数のオペレーター出役と米・大豆という土地利用型農業

の省力化と同時に、転作田において個人の集約部門の施設園芸の伸びが顕著に見られた。

しかし、一方で組織設立から 5 年間で、高齢化の進行に伴う構成農家の減少が見受けられ
た。 
このように集落壮年人口の多少による「集落営農」の差異が確認できたが、「壮年欠落地

域」の島根県の中でも壮年人口は集落によって大きな格差が存在しており、豊富な労働力

を生かした事例も存在している。同地域の集落であっても壮年人口格差が存在することに

よって、「集落営農」は多様なものになっている。 
 さらに、事例分析からはそのような差異に加えて、組織独自の選択に応じた特徴も見ら

れた。オペレーターの人選の仕方、専従者の有無等は個々の組織によって選択され、決定

されることによって「集落営農」はさらに多様なものになっている。しかしながら、この

ように多様な組織形態―労働力の構成や活用の仕方―が、全て「集落営農」の構成員の「意

思決定」によって規定されているのではなく、組織化に必要な労働力を立地地域内で調達

するという「集落営農」の前提によって生じる規定性があり、それを本論では検討した。

それは、組織形態を選択するバリエーションを地域の壮年人口が決定しているということ

であり、そうした観点からは「壮年欠落地域」では「壮年残存地域」と比べて労働力量が

乏しいために、組織形態の多様性の幅が小さいといえる。 
本論で検討した、地域の壮年人口（労働力の量と質）によって規定された多様性の上に、

その労働力をどのように組織化するのかという組織運営上の意思決定による多様性がある

のであって、その両方を加味することによって「集落営農」はさらに多様なものになって

いる。 
 こうしたことから次の点が政策に対して示唆される。「集落営農」の多様性を考慮すれば、

政策面でも画一的な方向性を多様な「集落営農」に求めることはできない。とくに、集落

内部における階層分解、農家の異質化を促進する構造政策は地域農業の衰退につながる恐

れもある。とりわけ「壮年欠落地域」の「集落営農」は既に階層分解が進行している中で、

集落全戸ができる作業に関わり、米生産と水田農業を支えている実態がある。高齢農家の

作業からの後退によって階層分解が進行すれば、米生産と水田維持の継続は、より一層困



難になる。中核的担い手への作業集中を目指すのであれば、これら「集落営農」の目指す

方向とは全く合致せず、「集落全員参加で、体力に応じて農地を維持するしくみ」が瓦解し

てしまう。また、3章の組織のコスト分析にて確認したように、面積規模が小さくても「集
落営農」は個別経営の地域平均よりも効率的な米生産を行っている。組織が崩壊して個別

農家単位での米生産に戻れば、生産効率は悪化する。そして実際には、個別農家単位では

米生産を継続できない農家が多数存在しているのであり（第 4章）、国民経済的な視点から
効率的な米生産を考えるのであっても「集落営農」を生かす方策を考えるべきである。多

様な「集落営農」を画一的な方向へ誘導することによって、形成されている仕組みを崩壊

させ、地域農業の衰退へ帰結しないよう十分な配慮が必要である。 
さらに小規模であっても現実に「集落営農」が設立できるのは、活力のある集落である。

たとえば 1995年において島根県の全 3973農業集落のうち、働き盛りの農家壮年人口が 10
人未満の集落は 19％である。しかし、活動集落範囲の壮年人口が 10人未満で設立できた「集
落営農」の割合は全体の僅か 1％にすぎない。つまり壮年人口の少ない集落では組織の設立
自体が困難であり、担い手の選別は求められる方策ではない。 
 


